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序
一　

平
成
二
五
年
判
例

二　

再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
の
意
義

三　

平
成
二
五
年
判
例
の
評
価

　

終
わ
り
に序

捜
査
・
公
判
・
上
訴
の
各
段
階
に
お
い
て
、
弁
護
人
の
助
力
を
得
る
こ
と
は
刑
事
責
任
を
追
及
さ
れ
つ
つ
あ
る
被
疑
者
又
は
被
告
人
に

と
っ
て
不
可
欠
な
権
利
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
捜
査
段
階
に
お
け
る
弁
護
活
動
は
、
被
疑
者
に
有
利
な
証
拠
を
収
集
し
て
不
起
訴
に
導
き
、

あ
る
い
は
公
判
審
理
に
お
け
る
防
禦
活
動
を
準
備
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
な
が
ら
も
、
捜
査
の
進
行
中
に
は
未
だ
被
疑
事
実
の
全
容
が
流

動
的
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
が
あ
り
、
む
し
ろ
、
①
被
疑
者
へ
の
情
報
提
供
、
②
違
法
捜
査
の
予
防
・
是
正
、
③
起
訴
猶
予
（
起
訴
さ
れ

た
場
合
に
は
公
判
で
の
寛
刑
）
を
目
指
し
て
の
示
談
交
渉
・
身
元
保
証
人
の
確
保
・
反
社
会
的
組
織
か
ら
の
離
脱
等
の
環
境
調
整
機
能
が
中
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心
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
公
判
段
階
に
お
い
て
は
、
攻
防
対
象
が
訴
因
の
形
式
で
特
定
・
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
無

罪
判
決
を
目
指
し
た
挑
戦
的
防
禦
が
弁
護
活
動
の
中
心
に
な
る
。
更
に
、
上
訴
審
に
お
い
て
は
手
続
を
開
始
す
る
か
否
か
、
い
か
な
る
点

を
上
訴
理
由
に
す
る
の
か
の
決
定
自
体
に
弁
護
人
が
深
く
関
与
す
る
こ
と
に
な
る）（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
刑
事
手
続
の
各
段
階
に
お
い
て
重
点

を
置
く
べ
き
機
能
は
異
な
る
も
の
の
、
弁
護
人
の
助
力
を
得
る
こ
と
が
被
疑
者
又
は
被
告
人
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
の
機
能
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
有
罪
確
定
判
決
に
お
け
る
事
実
認
定

を
批
判
し
、
そ
の
誤
り
を
主
張
す
る
再
審
請
求
は
高
度
の
学
識
と
技
能
を
有
す
る
熟
練
の
弁
護
人
が
関
与
し
て
こ
そ
初
め
て
な
し
得
る
活

動
で
あ
る）（
（

。
そ
れ
故
に
、
通
常
は
法
律
専
門
家
で
も
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
身
柄
拘
束
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
又
は
死
刑
確
定
者
が
自

力
で
再
審
請
求
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
再
審
請
求
手
続
に
お
い
て
、
再
審
請
求
人
た
る

受
刑
者
又
は
死
刑
確
定
者
は
弁
護
人
と
の
面
会
、
取
り
分
け
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
に
関
し
て
極
め
て
大
き
な
利
益
を
有
す
る
こ
と
に

な
る
。
も
っ
と
も
、
再
審
請
求
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
者
が
死
刑
確
定
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
事
施
設
内
の
規
律
・
秩
序
・
平
穏
を
保

ち
、
死
刑
確
定
者
の
心
情
の
安
定
を
図
り
円
滑
な
刑
の
執
行
を
確
保
す
る
目
的
で
、
外
部
者
と
の
秘
密
接
見
を
制
限
す
る
こ
と
に
も
意
義

が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
扱
っ
た
国
家
賠
償
請
求
事
件
に
関
す
る
平
成
二
五
年
最
判）（
（

の
検
討
を
試
み
、
再
審
請
求
手
続
に

お
け
る
弁
護
の
意
義
等
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

尚
、
本
稿
の
内
容
に
関
し
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
筆
者
が
全
面
的
に
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
、

前
記
平
成
二
五
年
最
判
の
評
価
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
長
年
に
わ
た
っ
て
参
加
し
て
い
る
中
央
大
学
刑
事
判
例
研
究
会
に
お
い
て
会
員
間

で
展
開
さ
れ
た
議
論
に
示
唆
を
受
け
、
こ
れ
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
を
付
言
す
る
。
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再
審
請
求
人
の
弁
護
人
と
の
面
会
に
関
す
る
考
察
（
清
水
）

一　

平
成
二
五
年
判
例

（　

事
実
の
概
要

Ｘ（
は
、
強
盗
殺
人
被
告
事
件
（
以
下
、
本
件
刑
事
事
件
と
表
記
す
る
）
の
被
告
人
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
主
と
し
て
量
刑
面
に
関
し
て
争
っ

て
い
た
が
、
本
件
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
死
刑
判
決
が
確
定
し
た
。
以
後
、
Ｘ（
は
死
刑
確
定
者
と
し
て
広
島
拘
置
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
Ｘ（
及
び
Ｘ（
は
、
い
ず
れ
も
本
件
刑
事
事
件
に
お
け
る
弁
護
人
で
あ
っ
た
弁
護
士
で
あ
る
。
Ｘ（
は
、
平
成
一
九
年
四
月
一
日
頃
、
本

件
刑
事
事
件
の
再
審
請
求
の
弁
護
人
と
し
て
改
め
て
Ｘ（
及
び
Ｘ（
を
選
任
し
、
Ｘ（
は
、
同
年
六
月
五
日
、
拘
置
所
職
員
の
立
会
の
あ
る
一
般

面
会
に
お
い
て
、
Ｘ（
に
対
し
て
本
件
刑
事
事
件
の
再
審
請
求
の
準
備
を
す
る
旨
伝
え
た
。
Ｘ（
は
、
平
成
一
九
年
六
月
二
五
日
、
広
島
拘
置

所
職
員
と
の
面
接
に
お
い
て
、
Ｘ（
か
ら
再
審
請
求
の
準
備
を
す
る
旨
伝
え
ら
れ
た
が
心
情
及
び
体
調
の
両
面
に
お
い
て
不
安
要
素
は
な
い

旨
述
べ
て
い
た
。

平
成
二
〇
年
五
月
二
日
、
Ｘ（
ら
は
、
Ｘ（
の
再
審
請
求
弁
護
人
と
し
て
再
審
請
求
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

広
島
拘
置
所
の
担
当
部
署
に
Ｘ（
と
の
拘
置
所
職
員
の
立
会
の
な
い
秘
密
面
会
の
申
出
を
す
る
と
共
に
、
Ｘ（
は
、
同
拘
置
所
職
員
に
対
し
て
、

Ｘ（
の
再
審
請
求
に
係
る
弁
護
人
選
任
届
を
提
示
し
た
。
そ
の
際
、
Ｘ（
ら
は
、
Ｘ（
と
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
に
お
い
て
、
再
審
請
求
に

お
け
る
弁
護
方
針
を
説
明
し
、
新
た
な
精
神
鑑
定
に
関
す
る
Ｘ（
の
意
向
を
確
認
す
る
と
共
に
、
前
記
弁
護
方
針
を
裏
付
け
る
事
実
の
有
無

に
つ
い
て
Ｘ（
か
ら
事
情
を
聴
き
取
る
こ
と
等
を
予
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
広
島
拘
置
所
長
は
、
Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
と
の
「
立
会
人
な

し
の
面
会
」
を
許
さ
な
か
っ
た
。
但
し
、
広
島
拘
置
所
職
員
は
、
Ｘ（
ら
に
対
し
て
、
次
回
の
一
般
面
会
の
開
始
後
に
Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
が
再
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審
請
求
に
関
し
て
秘
密
に
す
る
こ
と
を
要
す
る
内
容
の
打
ち
合
わ
せ
を
始
め
る
場
合
に
お
い
て
、
Ｘ（
が
立
会
職
員
に
対
し
て
「
立
会
人
な

し
の
面
会
」
と
す
る
旨
の
申
出
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
当
否
を
検
討
す
る
旨
を
述
べ
た
。
そ
こ
で
Ｘ（
は
、
や
む
な
く
Ｘ（
と
一
般
面
会
を
し

た
上
で
、
Ｘ（
に
対
し
て
、
次
回
に
は
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
で
再
審
請
求
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
旨
を
伝

え
た
。

Ｘ（
は
、
平
成
二
〇
年
五
月
九
日
、
広
島
拘
置
所
職
員
と
の
面
接
に
お
い
て
、
再
審
請
求
に
は
迷
い
が
あ
り
、
再
審
請
求
を
す
る
か
否
か

の
結
論
を
Ｘ（
ら
に
対
し
て
示
し
て
い
な
い
旨
を
述
べ
た
。

平
成
二
〇
年
七
月
一
五
日
、
Ｘ（
ら
は
、
再
審
請
求
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
に
入
っ
た
段
階
で
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
に
切
り
替
え
る

こ
と
を
予
定
し
て
、
広
島
拘
置
所
の
担
当
部
署
に
一
般
面
会
の
申
出
を
し
た
後
、
Ｘ（
と
一
般
面
会
を
行
い
、
Ｘ（
ら
が
近
況
報
告
等
を
し
た

後
、
Ｘ（
が
立
会
を
す
る
拘
置
所
職
員
に
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
の
申
出
を
し
た
。
し
か
し
、
広
島
拘
置
所
長
が
こ
の
「
立
会
人
な
し
の

面
会
」
を
許
さ
な
か
っ
た
た
め
、
Ｘ（
が
前
記
一
般
面
会
に
お
い
て
、
Ｘ（
ら
に
対
し
て
再
審
請
求
を
し
て
欲
し
い
旨
述
べ
て
い
た
に
も
拘
ら

ず
、
Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
は
、「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
再
審
請
求
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

Ｘ（
は
、
平
成
二
〇
年
七
月
二
五
日
、
広
島
拘
置
所
職
員
と
の
面
接
に
お
い
て
、
前
記
七
月
一
五
日
の
一
般
面
会
の
際
に
は
再
審
の
話
が

始
ま
れ
ば
拘
置
所
職
員
の
立
会
が
な
く
な
る
も
の
と
認
識
し
て
い
た
た
め
、
再
審
の
話
が
始
ま
っ
て
も
立
会
を
付
け
る
旨
言
わ
れ
た
こ
と

に
気
分
を
害
し
て
興
奮
し
た
旨
述
べ
た
。

平
成
二
〇
年
八
月
一
二
日
、
Ｘ（
ら
は
、
広
島
拘
置
所
の
担
当
部
署
に
Ｘ（
と
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
の
申
出
を
し
た
が
、
広
島
拘
置

所
長
は
、
Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｘ（
ら
は
、
や
む
な
く
Ｘ（
と
一
般
面
会
を
し
た
上
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で
、
Ｘ（
に
そ
の
経
緯
を
説
明
し
た
。
Ｘ（
ら
は
、
前
記
一
般
面
会
に
お
い
て
、
Ｘ（
が
再
審
請
求
を
す
る
意
思
を
確
認
し
た
も
の
の
、
再
審
請

求
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
は
、
広
島
拘
置
所
長
の
本
件
各
措
置
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
慰
謝
料
等
の
支
払
を
求
め
て
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起

し
た
。

尚
、
刑
事
施
設
の
長
は
、
被
収
容
者
と
外
部
の
者
と
の
面
会
に
関
す
る
許
否
の
権
限
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
施
設
の
規
律
及
び

秩
序
の
維
持
、
被
収
容
者
の
矯
正
処
遇
の
適
切
な
実
施
等
の
観
点
か
ら
そ
の
権
限
を
適
切
に
行
使
す
る
よ
う
に
職
務
上
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
、
死
刑
確
定
者
に
つ
い
て
は
、
刑
事
収
容
施
設
法
一
二
一
条
本
文
に
お
い
て
、
刑
事
施
設
の
長
の
指
名
す
る
職
員
が
面
会
に
立
ち
会

う
か
、
又
は
そ
の
面
会
の
状
況
の
録
音
若
し
く
は
録
画
を
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
同
条
但
書
は
、
死
刑
確
定
者
の
訴
訟
の
準
備
そ

の
他
の
正
当
な
利
益
の
保
護
の
た
め
秘
密
面
会
を
許
す
か
否
か
の
措
置
を
刑
事
施
設
の
長
の
裁
量
に
委
ね
、
当
該
正
当
な
利
益
を
一
定
の

範
囲
で
尊
重
す
る
よ
う
刑
事
施
設
の
長
に
職
務
上
義
務
付
け
て
い
る
。

（　

訴
訟
の
経
緯

第
一
審
は
、
再
審
請
求
か
ら
再
審
開
始
決
定
迄
の
手
続
は
、
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
後
の
手
続
で
あ
る
か
ら
、
一
般
の
被
告
事
件
の
審

判
手
続
と
は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
一
般
の
公
判
手
続
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
上
に
、「
被
疑
者
又
は
被
告
人
」
と
の

文
言
に
照
ら
せ
ば
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
は
、
再
審
請
求
手
続
に
は
準
用
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
、
死
刑
確
定
者
か
ら
選
任
さ
れ
た
弁
護
人

が
再
審
請
求
の
準
備
の
た
め
に
拘
置
所
職
員
の
立
会
な
し
で
面
会
し
、
所
用
の
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
論
を
俟
た
ず
、
こ

の
よ
う
な
利
益
は
た
と
え
そ
れ
が
憲
法
か
ら
直
ち
に
導
か
れ
る
権
利
と
ま
で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
拘
置
所
長
が
裁
量
権
を
行
使
す
る
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上
で
の
判
断
に
お
い
て
十
分
尊
重
さ
れ
保
護
さ
れ
る
べ
き
旨
判
示
し
、
一
部
認
容
判
決
を
下
し
た）（
（

。

原
審
は
、平
成
二
〇
年
五
月
二
日
、同
年
七
月
一
五
日
及
び
同
年
八
月
一
二
日
に
お
け
る
Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
の
前
記
各
面
会
に
お
い
て
「
立

会
人
な
し
の
面
会
」
を
許
さ
な
か
っ
た
広
島
拘
置
所
長
の
措
置
が
Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
全
員
の
関
係
に
お
い
て
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用

上
違
法
と
な
る
旨
判
示
し
て
、
国
側
の
控
訴
を
棄
却
し
た）（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
国
は
、「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
許
す
か
否
か
の
措
置
は
刑
事
施
設
の
長
の
専
門
的
・
技
術
的
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、

広
島
拘
置
所
長
に
よ
る
本
件
各
措
置
は
裁
量
権
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
共
に
、
再
審
請

求
弁
護
人
に
は
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
固
有
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
本
件
各
措

置
が
Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
の
全
員
と
の
関
係
に
お
い
て
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
と
な
る
旨
判
示
し
た
原
判
決
に
は
、
法
令
解
釈

の
誤
り
が
あ
る
旨
主
張
し
て
上
告
受
理
申
立
を
し
た）（
（

。

（　

判　
　
　

旨

刑
訴
法
四
四
〇
条
一
項
は
、
検
察
官
以
外
の
者
が
再
審
請
求
を
す
る
場
合
に
は
、
弁
護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
死
刑
確
定
者
が
再
審
請
求
を
す
る
た
め
に
は
、
再
審
請
求
弁
護
人
か
ら
援
助
を
受
け
る
機
会
を
実
質
的
に
保
障
す
る
必
要
が

あ
る
か
ら
、
死
刑
確
定
者
は
、
再
審
請
求
前
の
打
ち
合
わ
せ
の
段
階
に
あ
っ
て
も
、
刑
事
収
容
施
設
法
一
二
一
条
但
書
に
い
う
「
正
当
な

利
益
」
と
し
て
、
再
審
請
求
弁
護
人
と
秘
密
面
会
す
る
利
益
を
有
す
る
。

ま
た
、
前
記
秘
密
面
会
の
利
益
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
、
面
会
の
相
手
方
で
あ
る
再
審
請
求
弁
護
人
に
と
っ
て
も
そ
の
十
分
な
活
動
を

保
障
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て
、
死
刑
確
定
者
の
弁
護
人
に
よ
る
弁
護
権
の
行
使
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
の
み
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再
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請
求
人
の
弁
護
人
と
の
面
会
に
関
す
る
考
察
（
清
水
）

な
ら
ず
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
に
よ
っ
て
被
告
人
又
は
被
疑
者
に
保
障
さ
れ
る
秘
密
交
通
権
が
、
弁
護
人
に
と
っ
て
は
そ
の
固
有
権
の
重

要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば）（
（

、
秘
密
面
会
の
利
益
も
、
前
記
の
よ
う
な
刑
訴
法
四
一
〇
条
一
項
の
趣
旨
に

照
ら
し
、
再
審
請
求
弁
護
人
か
ら
い
え
ば
そ
の
固
有
の
利
益
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

前
記
の
通
り
、
秘
密
面
会
の
利
益
は
、
死
刑
確
定
者
だ
け
で
は
な
く
、
再
審
請
求
弁
護
人
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
刑
事
施
設
の
長
は
、
死
刑
確
定
者
の
面
会
に
関
す
る
許
否
の
権
限
を
行
使
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
規
律
及
び
秩
序
の
維
持
等
の

観
点
か
ら
そ
の
権
限
を
適
切
に
行
使
す
る
と
共
に
、
死
刑
確
定
者
と
再
審
請
求
弁
護
人
と
の
秘
密
面
会
の
利
益
を
も
十
分
に
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

従
っ
て
、死
刑
確
定
者
又
は
再
審
請
求
弁
護
人
が
再
審
請
求
に
向
け
た
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
た
め
に
秘
密
面
会
の
申
出
を
し
た
場
合
に
、

こ
れ
を
許
さ
な
い
刑
事
施
設
の
長
の
措
置
は
、
秘
密
面
会
に
よ
り
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
を
生
ず
る
虞
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
、
又
は
死
刑
確
定
者
の
面
会
に
つ
い
て
の
意
向
を
踏
ま
え
そ
の
心
情
の
安
定
を
把
握
す
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
等
特
段

の
事
情
が
な
い
限
り
、
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
て
死
刑
確
定
者
の
秘
密
面
会
を
す
る
利
益
を
侵
害
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
再
審
請
求
弁
護
人
の
固
有
の
秘
密
面
会
を
す
る
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
と
な
る

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
見
る
と
、（
中
略
）
被
上
告
人
ら
は
、
被
上
告
人
Ｘ（
の
再
審
請
求
に
向
け
た
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
た
め
に
本
件
各

面
会
に
つ
き
秘
密
面
会
の
申
出
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
各
面
会
に
先
立
ち
、
被
上
告
人
Ｘ（
は
、
広
島
拘
置
所
の
職
員
と
の
面
接
に
お

い
て
、
被
上
告
人
Ｘ（
か
ら
の
再
審
請
求
の
準
備
を
す
る
旨
伝
え
ら
れ
た
が
心
情
面
で
の
不
安
要
素
は
な
い
等
と
述
べ
て
い
た
と
い
う
の
で

あ
り
、
そ
の
他
本
件
に
現
れ
た
一
切
の
事
情
を
勘
案
し
て
も
、
前
記
特
段
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
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本
件
各
措
置
は
、
広
島
拘
置
所
長
が
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
て
被
上
告
人
ら
の
前
記
各
利
益
を
い
ず
れ
も
侵
害
し

た
も
の
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用
上
違
法
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

二　

再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
の
意
義

再
審
請
求
は
有
罪
の
確
定
判
決
を
破
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
稿
の
序
に
お
い
て
既
に
言
及
し
た
通
り
、
両

当
事
者
の
主
張
・
立
証
を
通
じ
て
裁
判
所
が
審
理
を
尽
く
し
た
結
果
で
あ
る
確
定
判
決
の
法
的
安
定
性
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
検
察
官
が
再
審
請
求
を
す
る
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
、
再
審
事
由
で
あ
る
無
罪
・
免
訴
・
刑
の
免
除
又
は
原
確
定
判
決
よ
り
も

軽
い
刑
を
言
い
渡
す
べ
き
証
拠
の
新
規
性
及
び
明
白
性
に
つ
い
て
は
、
公
判
審
理
と
は
異
な
り
当
事
者
論
争
主
義
審
問
構
造
（adversary 

system

）
で
は
な
く
、
口
頭
弁
論
を
要
せ
ず
に
「
事
実
の
取
調
」
に
基
づ
い
て
事
実
認
定
が
な
さ
れ
る
職
権
主
義
審
問
構
造
（non-

adversary system

）
が
採
ら
れ
て
い
る
と
は
言
う
も
の
の
、
実
際
上
は
再
審
請
求
人
に
お
い
て
詳
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（
（

。
そ
れ

故
、
第
一
に
、
無
罪
・
免
訴
等
を
言
い
渡
す
べ
き
証
拠
を
収
集
し
、
第
二
に
、
当
該
証
拠
が
い
か
な
る
意
味
で
新
規
な
証
拠
で
あ
り
、
第

三
に
、
当
該
証
拠
が
い
か
な
る
意
味
で
再
審
請
求
人
の
求
め
る
判
決
を
下
す
べ
き
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
る
の
か
を
説
得
力
を
以
て
論
証
す

る
こ
と
が
再
審
請
求
人
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る）（
（

。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
刑
事
法
の
知
識
・
技
術
を
持
た
ず
、
し
か
も
収
監
中
で
あ
る

こ
と
が
多
い
受
刑
者
又
は
死
刑
確
定
者
が
、
独
力
で
新
規
性
・
明
白
性
を
有
す
る
証
拠
を
収
集
し
、
説
得
的
な
構
成
で
再
審
請
求
を
成
し

遂
げ
る
こ
と
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
刑
訴
法
四
四
〇
条
一
項
が
再
審
請
求
人
に
弁
護
人
選
任
権
を
認
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
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こ
の
再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
権
に
対
し
て
刑
訴
法
第
一
編
「
総
則
」
の
諸
規
定
（
刑
訴
法
三
〇
条
、
三
二
〜
四
〇
条
）
の
適
用
が

あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
多
数
説
は
、
再
審
請
求
手
続
に
お
い
て
は
当
事
者
論
争
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
等
を
根
拠
に
こ
れ
を
消
極
に
解
し
て
い
る）（（
（

。
他
方
で
、
上
述
の
再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
の
重
要
性
を
強
調
し
、
刑
訴
法
総
則
、

取
り
分
け
、「
立
会
人
な
し
の
接
見
」
を
保
障
し
た
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
適
用
を
肯
定
す
べ
き
だ
と
説
く
見
解）（（
（

、
あ
る
い
は
、
再
審
請

求
手
続
は
当
事
者
主
義
構
造
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
刑
訴
法
総
則
の
適
用
を
原
則
と
し
て
消
極
に
解
し
つ
つ
も
、
再
審

請
求
者
の
利
益
保
護
の
観
点
か
ら
立
会
人
な
し
の
接
見
を
保
障
し
た
刑
訴
法
三
九
条
一
項
に
つ
い
て
は
適
用
が
あ
る
と
の
見
解）（（
（

も
主
張
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
再
審
請
求
人
の
利
益
を
尊
重
し
、
再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
の
意
義
を
強
調
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け

で
直
ち
に
、
立
会
人
な
し
の
接
見
を
保
障
し
た
刑
訴
法
三
九
条
一
項
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
結
論
が
必
然
的
に
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
捜
査
段
階
及
び
公
判
審
理
に
お
け
る
弁
護
活
動
に
お
い
て
は
、
今
後
の
手
続
の
進
展
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、

被
疑
者
又
は
被
告
人
に
国
家
刑
罰
権
が
科
さ
れ
る
虞
の
あ
る
局
面
に
お
い
て
、
①
被
疑
事
実
又
は
公
訴
事
実
を
争
う
か
否
か
、
②
争
う
と

す
れ
ば
ど
の
部
分
を
い
か
な
る
構
成
に
よ
っ
て
争
う
の
か
、
③
被
疑
事
実
又
は
公
訴
事
実
の
一
部
又
は
全
部
を
認
め
た
場
合
に
量
刑
面
で

ど
の
よ
う
な
争
い
方
を
す
る
の
か
、
④
各
々
の
争
い
方
に
関
す
る
有
利
・
不
利
の
見
通
し
は
ど
う
か
等
、
防
禦
方
針
に
関
す
る
「
手
の
内
」

を
捜
査
機
関
・
訴
追
機
関
に
対
し
て
秘
匿
し
て
、
弁
護
人
と
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
が
接
見
す
る
意
義
は
大
き
い
。
こ
れ
に
対
し
て
再
審

請
求
手
続
は
、
既
に
確
定
し
執
行
力
を
有
し
て
い
る
有
罪
判
決
を
争
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
面
会
を
原
則
と
し
つ
つ
、
適

宜
、「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
に
切
り
替
え
る
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
再
審
請
求
人
の
利
益
を
確
保
し
得
る
余
地
は
あ
る

も
の
と
言
え
る
。



二
六
二

三　

平
成
二
五
年
判
例
の
評
価

（　

刑
訴
法
三
九
条
の
適
用
等
に
つ
い
て

既
に
見
た
よ
う
に
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
権
利
が
弁
護
人
の
「
固
有
権
」
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
刑
訴
法

四
四
〇
条
一
項
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
弁
護
人
に
と
っ
て
も
「
固
有
の
利
益
」
で
あ
る
た
め
、
尊
重
を
要
す
る
と
い
う
趣
旨
の
判
示
を
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
適
用
あ
る
い
は
準
用
・
類
推
適
用
の
余
地
を
消
極
に
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
、
文
言
上
、

同
条
項
に
お
い
て
「
被
疑
者
」「
被
告
人
」
と
の
秘
密
接
見
と
い
う
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
捜
査
段
階
及
び
公
判

段
階
に
お
け
る
弁
護
と
再
審
段
階
に
お
け
る
弁
護
と
の
間
に
類
似
性
を
認
め
つ
つ
も
猶
、
両
者
を
厳
密
に
は
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
差
異
が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
か
ら
で
あ
ろ
う）（（
（

。「
権
利
」
で
は
な
く
「
利
益
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
が
故
に
、
刑
事
施
設

側
の
事
情
と
の
利
益
衡
量
が
許
さ
れ
る
と
も
言
え
る）（（
（

。
仮
に
、
我
が
国
の
法
律
用
語
に
お
け
る
「
権
利
」
と
「
利
益
」
の
差
異
と
、
英
米

法
上
のright

とinterest

と
の
差
異
に
対
応
す
る
も
の
だ
と
の
前
提
に
立
て
ば
、「
権
利
」
と
は
法
制
度
・
社
会
的
合
意
・
倫
理
的
な

正
義
の
観
念
に
よ
っ
て
規
範
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
「
利
益
」
を
指
す
も
の
と
言
え
よ
う）（（
（

。
そ
れ
故
、
再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護

人
と
再
審
請
求
人
た
る
受
刑
者
又
は
死
刑
確
定
者
と
の
面
会
は
、「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
原
則
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
。こ

の
論
点
に
関
す
る
下
級
審
裁
判
例
は
、
僅
か
に
一
事
例
を
見
出
せ
た
だ
け
で
あ
る
が
、「
再
審
請
求
は
、
既
に
刑
事
事
件
の
判
決
が

確
定
し
て
い
る
も
の
の
、
進
行
し
て
い
る
刑
事
事
件
と
同
様
に
、
再
審
を
請
求
す
る
者
が
罪
を
犯
し
た
と
言
え
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
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く
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
弁
護
人
は
、
被
告
人
又
は
被
疑
者
の
地
位
に
あ
る
者
の
弁
護
人
と
類
似
す
る
地
位
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。（
中
略
）
死
刑
確
定
者
の
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
が
（
中
略
）
死
刑
確
定
者
と
の
信
頼
の
構
築
、
そ
れ
に
基
づ
く
具
体
的
な
再

審
事
由
の
検
討
の
た
め
、
死
刑
確
定
者
と
立
会
人
の
な
い
形
で
の
接
見
を
行
う
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

重
要
性
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
又
は
被
疑
者
の
地
位
に
あ
る
者
と
弁
護
人
と
の
秘
密
接
見
交
通
の
場
合
と
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」

旨
判
示
し
た
判
決）（（
（

が
、
そ
の
控
訴
審
判
決
に
お
い
て
も
そ
の
理
由
付
け
を
支
持
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
事
案
は
少
々
異
な
る
が
、
控
訴
取

下
の
効
力
を
争
う
死
刑
確
定
者
と
そ
の
弁
護
人
と
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
拘
置
所
長
が
認
め
な
か
っ
た
措
置
に
関
し
て
、
刑
訴
法

三
九
条
一
項
の
類
推
適
用
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
控
訴
取
下
の
有
効
性
を
争
う
手
続
は
有
罪
確
定
判
決
を
争
う
再
審
請
求

手
続
に
類
似
し
て
い
る
の
で
、
死
刑
確
定
者
が
弁
護
人
を
選
任
し
、
弁
護
人
の
助
力
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
に

鑑
み
、
請
求
人
が
弁
護
人
と
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
す
る
こ
と
は
、
弁
護
人
の
固
有
の
利
益
で
あ
る
旨
判
示
し
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、

下
級
審
裁
判
例
も
、
再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
人
の
助
力
の
重
要
性
を
強
調
し
つ
つ
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
の
適
用
な
い
し
類
推
適

用
は
認
め
な
い
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（　

刑
事
収
容
施
設
法
一
二
一
条
但
書
の
立
法
形
式
と
の
関
係

平
成
二
五
年
最
判
は
、
再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
人
の
助
力
の
重
要
性
に
鑑
み
、
弁
護
人
と
再
審
請
求
人
で
あ
る
死
刑
確
定
者
と

が
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
す
る
利
益
の
意
義
を
強
調
し
、
こ
の
利
益
が
刑
事
収
容
施
設
法
一
二
一
条
但
書
に
い
う
「
正
当
な
利
益
」

に
該
当
す
る
旨
判
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
法
文
の
規
定
に
お
い
て
、
本
文
は
原
則
を
規
定
し
、
但
書
に
お
い
て
は
例
外
を
規
定
す
る

の
が
通
常
の
立
法
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
何
故
、
平
成
二
五
年
最
判
は
「
特
段
の
事
情
」
が
な
い
限
り
、
再
審
請
求
人
た
る
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死
刑
確
定
者
と
弁
護
人
と
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
認
め
な
け
れ
ば
拘
置
所
長
の
措
置
は
裁
量
権
の
濫
用
又
は
逸
脱
に
該
当
す
る
旨

判
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
立
法
形
式
の
原
則
・
例
外
を
逆
転
し
た
か
の
よ
う
な
判
示
を
し
た
理
由
と
し
て
は
、
刑
訴
法
四
四
〇
条
一
項
の
弁
護
人
選

任
権
に
由
来
す
る
面
会
の
利
益
と
刑
訴
法
三
九
条
一
項
と
の
類
似
性
が
強
い
も
の
と
の
見
方
が
あ
る）（（
（

。
と
は
い
え
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項

の
適
用
な
い
し
類
推
適
用
を
認
め
な
い
反
面
に
お
い
て
、
同
条
項
と
同
様
に
刑
訴
法
四
四
〇
条
一
項
の
弁
護
人
選
任
権
も
「
立
会
人
な
し

の
面
会
」
の
利
益
を
保
障
す
る
趣
旨
を
含
む
と
い
う
解
釈）（（
（

は
些
か
論
理
の
飛
躍
が
見
ら
れ
、
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
吟
味
を

要
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（　

特
段
の
事
情

仮
に
「
特
段
の
事
情
」
が
な
い
限
り
、
刑
訴
法
四
四
〇
条
一
項
に
基
づ
き
選
任
さ
れ
た
弁
護
人
と
再
審
請
求
人
た
る
死
刑
確
定
者
と
の

「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
認
め
な
け
れ
ば
違
法
と
な
る
旨
の
判
示
が
正
当
で
あ
る
と
し
た
場
合
、「
特
段
の
事
情
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ

る
具
体
的
事
実
と
し
て
平
成
二
五
年
最
判
は
、
二
つ
の
類
型
を
例
示
し
て
い
る
。

第
一
の
類
型
は
、「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
に
よ
り
刑
事
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を
害
す
る
結
果
を
生
ず
る
虞
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
を
指
す
旨
判
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
支
障
が
生
じ
る
虞
に
つ
い
て
は
抽
象
的
な
虞
で
は
足
り
ず
、
過
去
に
「
立
会
人
な
し
の

面
会
」
を
認
め
た
結
果
、
刑
事
施
設
の
規
律
・
秩
序
が
現
実
に
害
さ
れ
る
結
果
が
発
生
し
た
こ
と
が
あ
る
等
、
か
か
る
結
果
が
発
生
す
る

高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
刑
事
施
設
の
規
律
・
秩
序
を
害
す
る
結
果
が
重
大
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
場
合
等
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う）（（
（

。
法
制
審
議
会
監
獄
法
改
正
部
会
に
お
い
て
も
、
受
刑
者
の
場
合
と
同
様
に
、「
再
審
の
請
求
を
し
た
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再
審
請
求
人
の
弁
護
人
と
の
面
会
に
関
す
る
考
察
（
清
水
）

死
刑
確
定
者
と
弁
護
人
と
の
面
会
に
つ
い
て
は
、
刑
事
施
設
の
規
律
秩
序
に
支
障
を
生
ず
る
虞
が
な
い
場
合
に
は
、
刑
事
施
設
の
職
員
の

立
会
を
行
わ
せ
な
い
よ
う
運
用
上
配
慮
す
る
こ
と
」
と
い
う
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

第
二
の
類
型
は
、
死
刑
確
定
者
の
面
会
に
つ
い
て
の
意
向
を
踏
ま
え
そ
の
心
情
の
安
定
を
把
握
す
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合
を
指
す
旨
判
示
さ
れ
て
い
る
。
死
刑
確
定
者
の
中
に
は
、
い
ず
れ
執
行
さ
れ
る
死
刑
へ
の
恐
怖
に
加
え
て
、
受
刑
能
力
を
欠
く
と
は
言

え
な
い
ま
で
も
、
長
期
間
の
身
柄
拘
束
に
よ
っ
て
拘
禁
反
応
を
生
じ
、
精
神
的
に
不
安
定
な
者
も
稀
有
で
は
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
再
審
請
求
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
に
お
い
て
は
、
捜
査
機
関
及
び
訴
追
機
関
、
原
確
定
判
決
を
下
し
た
裁
判
所
、
あ
る
い
は
捜
査
段

階
又
は
公
判
段
階
に
お
い
て
関
与
し
た
弁
護
人
の
弁
護
活
動
に
対
す
る
批
判
的
内
容
に
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
予
測
さ
れ
る
。
更

に
は
、
証
人
・
鑑
定
人
等
の
供
述
、
あ
る
い
は
鑑
定
結
果
等
に
対
す
る
批
判
的
吟
味
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う）（（
（

。
そ
の
場
合
、

再
審
請
求
人
が
受
刑
者
で
あ
る
場
合
な
ら
ば
、
再
審
請
求
人
が
興
奮
・
動
揺
を
禁
じ
得
な
い
こ
と
も
稀
有
で
は
な
い
も
の
と
推
測
し
得

る
。
ま
し
て
や
、
再
審
請
求
人
が
死
刑
確
定
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
猶
の
事
、
面
会
内
容
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
心
情
が
著
し
く
乱
れ
、
激

し
い
興
奮
・
動
揺
を
惹
起
す
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
平
成
二
五
年
最
判
も
死
刑
確
定
者
の
心
情
の
安
定
を
図

る
こ
と
の
重
要
性
に
配
慮
し
た
判
示
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
刑
事
収
容
施
設
法
が
制
定
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、
旧
監
獄

法
並
び
に
同
施
行
規
則
と
は
発
想
を
異
に
し）（（
（

、
書
籍
等
の
閲
覧
・
発
受
信
を
許
す
信
書
等
に
関
す
る
諸
規
定
（
刑
事
収
容
施
設
法
七
〇
条
・

一
三
九
条
・
一
四
一
条
）
に
お
い
て
も
、
権
利
を
制
約
す
る
理
由
と
し
て
「
心
情
の
安
定
」
を
掲
げ
て
は
い
な
い
。
更
に
、
平
成
一
八
年
の

刑
事
収
容
施
設
法
一
部
改
正
審
議
の
際
の
法
務
省
矯
正
局
長
答
弁
に
お
い
て
も
、「
心
情
の
安
定
」
は
刑
事
施
設
職
員
が
援
助
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
て
、
権
利
を
制
約
す
る
根
拠
規
定
と
は
考
え
て
い
な
い
旨
の
説
明
が
な
さ
れ）（（
（

、
更
に
、
衆
参
両
院
で
の
附
帯
決
議
に
お
い
て
も

こ
の
点
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
心
情
の
安
定
は
、
再
審
弁
護
人
と
再
審
請
求
人
た
る
死
刑
確
定
者
と
の
「
立
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会
人
な
し
の
面
会
」
を
一
般
的
に
制
約
す
る
根
拠
と
は
な
り
得
ず
、
事
前
に
死
刑
確
定
者
が
弁
護
人
に
対
す
る
不
信
感
・
嫌
悪
感
等
か
ら
、

「
立
会
人
な
し
の
面
会
」、
あ
る
い
は
弁
護
人
と
の
面
会
自
体
に
対
し
て
否
定
的
な
意
向
を
表
明
し
て
い
る
場
合
等
を
除
い
て
は
、「
立
会

人
な
し
の
面
会
」
を
認
め
る
べ
き
だ
と
言
う
の
が
、
平
成
二
五
年
最
判
に
お
い
て
死
刑
確
定
者
の
意
向
を
踏
ま
え
た
措
置
を
執
る
べ
き
旨

を
敢
え
て
判
示
し
て
い
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。

（　

立
会
人
な
し
の
面
会
の
利
益
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
時
期

平
成
二
五
年
最
判
は
、
再
審
請
求
を
な
し
た
後
に
限
ら
ず
、
再
審
請
求
を
す
る
前
の
打
ち
合
わ
せ
段
階
に
お
い
て
も
、「
立
会
人
な
し

の
面
会
」
を
認
め
る
べ
き
利
益
が
あ
る
旨
判
示
し
て
い
る
。
刑
訴
法
四
四
〇
条
一
項
は
、「
再
審
の
請
求
を
す
る
場
合
」
と
い
う
文
言
を

用
い
て
お
り
、「
再
審
の
請
求
を
な
し
た
場
合
」
と
は
規
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
理
解
釈
は
形
式
面
に
お
い
て
成
り
立

ち
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い）（（
（

。
ま
た
、
再
審
請
求
を
準
備
す
る
段
階
か
ら
、
仮
に
再
審
請
求
を
な
し
た
場
合
の
経
済

的
・
心
理
的
負
担
に
再
審
請
求
人
が
耐
え
得
る
の
か
等
と
い
っ
た
点
に
加
え
て
、
証
拠
の
新
規
性
・
明
白
性
を
め
ぐ
っ
て
の
事
実
関
係
の

聴
き
取
り
等
、
ま
さ
に
弁
護
方
針
に
関
わ
る
最
重
要
部
分
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ
等
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
実
際
に
再
審
請
求
を
な

す
以
前
の
段
階
で
既
に
遺
漏
な
き
を
期
し
て
用
意
周
到
に
終
え
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
平
成
二
五
年
最
判
が
こ
の
よ
う
に
判
示

し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

尚
、
再
審
請
求
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
る
よ
り
も
前
の
段
階
、
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
三
九
条
一
項
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
文
言
と
平

仄
を
合
わ
せ
た
用
語
法
に
よ
る
な
ら
ば
、「
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
」
に
対
し
て
も
刑
訴
法
四
四
〇
条
一
項
に
基
づ
く
死
刑
確
定
者

と
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
の
利
益
を
認
め
得
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
猶
も
慎
重
に
検
討
す
べ
き
必
要
性
が
あ
る
。
も
と
よ
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再
審
請
求
人
の
弁
護
人
と
の
面
会
に
関
す
る
考
察
（
清
水
）

り
、
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
受
け
入
れ
て
、
来
る
べ
き
日
の
執
行
に
備
え
て
心
情
の
安
定
に
努
め
る
日
々
を
送
り
、
再
審
の
開
始
を
全
く

望
ん
で
い
な
い
死
刑
確
定
者
に
と
っ
て
は
、
も
し
も
突
然
、
見
ず
知
ら
ず
の
「
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
」
か
ら
「
立
会
人
な
し
の
面

会
」
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
著
し
く
動
揺
し
混
乱
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
「
弁

護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
」
と
死
刑
確
定
者
と
の
間
に
は
未
だ
信
頼
関
係
が
お
よ
そ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

状
況
下
で
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
認
め
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
死
刑
確
定
者
の
心
情
の
安
定
に
悪
し
き
影
響
を
及
ぼ
し
、
刑
事
施
設

内
の
規
律
・
秩
序
・
平
穏
、
あ
る
い
は
刑
の
円
滑
な
執
行
等
に
著
し
い
支
障
を
来
す
危
険
性
が
あ
る
こ
と
自
体
は
や
は
り
看
過
し
得
な
い

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
判
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）（（
（

、
再
審
請
求
手
続
の
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に

も
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
の
利
益
を
認
め
る
た
め
に
は
、
①
死
刑
確
定
者
に
お
い
て
再
審
請
求
の
意
向
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、

②
再
審
請
求
を
準
備
す
る
た
め
の
弁
護
人
を
選
任
す
る
意
向
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
二
点
が
、
恐
ら
く
前
提
条
件
と
な
る
で
あ
ろ
う）（（
（

。

終
わ
り
に

本
稿
で
主
に
検
討
し
た
平
成
二
五
年
最
判
は
、
以
下
の
二
点
で
注
目
に
値
す
る
判
断
で
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

第
一
に
、
刑
訴
法
上
、
十
分
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
再
審
請
求
手
続
に
お
け
る
弁
護
人
の
助
力
の
重
要
性
を
明
確
化
し
た
点
で

意
義
が
あ
る
。
昭
和
二
四
年
に
現
行
刑
訴
法
が
制
定
さ
れ
た
際
、
捜
査
手
続
・
第
一
審
手
続
と
は
異
な
り
、
憲
法
三
九
条
と
の
関
係
で

不
利
益
再
審
を
廃
止
し
た
こ
と
以
外
、
再
審
手
続
に
関
し
て
は
旧
刑
訴
法
か
ら
の
抜
本
的
な
改
正
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
刑
訴
法

四
四
〇
条
一
項
の
法
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
も
上
述
の
通
り
議
論
が
分
か
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、
当
事
者
論
争
主
義
審
問
構
造
を
採
ら
ず
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八

に
職
権
主
義
審
問
構
造
で
再
審
事
由
の
有
無
が
認
定
さ
れ
る
再
審
請
求
手
続
に
お
い
て
も
、
今
後
は
弁
護
人
の
助
力
を
受
け
る
こ
と
の
重

要
性
を
十
分
に
考
慮
し
た
法
運
用
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
再
審
請
求
人
、
取
り
分
け
、
死
刑
確
定
者
と
弁
護
人
（
又
は
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
）
と
の
面
会
に
関
し
て
、
旧
監
獄
法

及
び
同
法
施
行
規
則
と
は
異
な
り
、
刑
事
施
設
に
お
い
て
具
体
的
且
つ
重
大
な
規
律
・
秩
序
へ
の
支
障
が
生
じ
な
い
限
り
、
拘
置
所
職
員

の
立
会
を
極
力
排
し
、
再
審
請
求
に
関
す
る
弁
護
方
針
を
め
ぐ
る
充
実
し
た
面
会
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
通
じ
て
十
分
な
弁
護
活
動
を
保

障
し
た
と
い
う
点
に
意
義
が
あ
る
。
拘
置
所
等
の
刑
事
施
設
に
お
い
て
死
刑
確
定
者
と
接
す
る
職
員
は
、
①
外
部
者
と
死
刑
確
定
者
と
が

面
会
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
刑
事
施
設
内
の
規
律
・
秩
序
・
平
穏
が
乱
れ
る
こ
と
、
②
死
刑
確
定
者
の
心
情
に
乱
れ
が
生
じ
て
同
人
に

精
神
医
学
的
治
療
を
す
る
必
要
が
生
じ
、
更
に
は
刑
の
円
滑
な
執
行
へ
の
支
障
等
が
生
じ
る
こ
と
等
を
一
般
的
に
は
危
惧
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
刑
事
収
容
施
設
法
が
制
定
・
改
正
さ
れ
た
際
の
立
法
過
程
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
弁
護
人
（
又
は
弁
護
人
と
な

ろ
う
と
す
る
者
）
と
の
面
会
に
関
し
て
は
、
刑
事
施
設
の
長
が
有
す
る
裁
量
権
の
発
動
を
控
え
る
こ
と
で
当
該
利
益
の
抑
制
を
避
け
、
可

能
な
限
り
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
認
め
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
弁
護
人
（
又
は
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
）
と
死
刑

確
定
者
と
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
に
起
因
し
て
、
仮
に
、
刑
事
施
設
内
の
規
律
・
秩
序
・
平
穏
が
害
さ
れ
、
あ
る
い
は
死
刑
確
定
者

の
精
神
面
に
著
し
い
不
安
定
を
惹
起
し
、こ
れ
に
よ
っ
て
円
滑
な
刑
の
執
行
を
阻
害
す
る
よ
う
な
重
大
な
問
題
が
発
生
し
た
場
合
等
に
は
、

当
該
弁
護
活
動
が
当
該
弁
護
人
（
又
は
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
）
の
非
違
行
為
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
弁
護
士
懲
戒
の
事
由
と
し

て
対
処
す
べ
き
場
合
が
あ
り
得
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
資
格
を
有
す
る
弁
護
人
（
又
は
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
）
で

あ
る
が
故
に
、
死
刑
確
定
者
と
も
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

刑
事
収
容
施
設
法
一
二
一
条
の
本
文
・
但
書
の
構
造
に
も
拘
ら
ず
、
平
成
二
五
年
最
判
が
、
原
則
と
し
て
弁
護
人
（
又
は
弁
護
人
と
な
ろ
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六
九

再
審
請
求
人
の
弁
護
人
と
の
面
会
に
関
す
る
考
察
（
清
水
）

う
と
す
る
者
）
と
の
「
立
会
人
な
し
の
面
会
」
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
再
審
請
求
手
続
に
お
い
て
も
弁
護
人
の
助
力
を
受
け
る
利
益
が
、

捜
査
段
階
に
お
け
る
被
疑
者
、
又
は
、
公
判
段
階
に
お
け
る
被
告
人
の
権
利
に
近
い
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
十
分
に
尊
重
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
規
定
形
式
と
相
反
す
る
解
釈
は
決
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
将
来
、
刑
訴
法
の
本
格
的
な
改
正
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
再
審
請
求
手
続
に
関
す
る
規
定
が
整
備
さ
れ
、
こ
れ
と
平
仄
を
合
わ
せ
る
形
で
関
連
法
規
の
整
備
が
な
さ
れ
る
の
が
望

ま
し
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
折
に
、
刑
事
収
容
施
設
法
一
二
一
条
の
規
定
形
式
に
関
し
て
も
必
要
な
見
直
し
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。（

（
）
清
水
真
「
手
続
段
階
と
刑
事
弁
護
の
機
能
に
つ
い
て
」
刑
法
四
四
巻
三
号
三
六
三
頁
以
下
、
清
水
真
「
刑
事
弁
護
制
度
と
役
割
」
法
教
三
七
六

号
一
八
─
二
一
頁
。
同
様
に
、
刑
事
手
続
の
各
段
階
で
弁
護
活
動
に
求
め
ら
れ
る
機
能
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
見
解
と
し
て
、
例
え
ば
、

渥
美
東
洋
『
刑
事
訴
訟
法
』（
新
版
補
訂
・
平
成
一
三
年
・
有
斐
閣
）
二
四
二
─
二
四
四
頁
、
椎
橋
隆
幸
『
刑
事
弁
護
・
捜
査
の
理
論
』（
平
成
五
年
・

信
山
社
）
六
三
─
六
四
頁
、
宮
島
里
史
「
捜
査
段
階
に
お
け
る
弁
護
権
の
意
味
と
機
能
」
新
報
九
七
巻
三
＝
四
号
一
三
五
─
一
四
七
頁
等
が
あ
る
。

（
（
）
佐
藤
博
史
『
刑
事
弁
護
の
技
術
と
倫
理　

刑
事
弁
護
の
心
・
技
・
体
』（
平
成
一
九
年
・
有
斐
閣
）
三
三
三
頁
。

（
（
）
最
（
三
小
）
判
平
成
二
五
年
一
二
月
一
〇
日
民
集
六
七
巻
九
号
一
七
六
一
頁
。

尚
、
こ
の
判
決
の
解
説
・
評
釈
と
し
て
知
り
得
た
も
の
に
、
最
判
解
〔
中
島
基
至
〕・
曹
時
六
六
巻
八
号
二
三
五
頁
以
下
、
加
藤
克
佳
・
ジ
ュ

リ
一
四
六
六
号
（
平
成
二
六
年
度
重
判
解
説
）
一
九
九
頁
以
下
、
斎
藤
司
・
法
教
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
四
〔
Ⅱ
〕
四
六
頁
、
笹
倉
香
奈
・
法
セ

ミ
七
一
〇
号
一
一
二
頁
、
金
光
旭
・
刑
ジ
ャ
ー
四
一
号
二
〇
五
頁
以
下
、
寺
崎
嘉
博
・
判
時
二
二
三
二
号
一
三
二
頁
（
判
評
六
六
九
号
一
八
頁
）

以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決
を
扱
っ
た
論
文
と
し
て
、
葛
野
尋
之
「
再
審
請
求
人
と
弁
護
人
の
接
見
交
通
権
」
一
橋
法
学
八
巻
三
号
一
二
五

頁
以
下
が
あ
る
。

（
（
）
広
島
地
判
平
成
二
三
年
三
月
二
三
日
判
時
二
一
一
七
号
四
五
頁
。

（
（
）
広
島
高
判
平
成
二
四
年
一
月
二
七
日
判
タ
一
三
七
四
号
一
三
七
頁
。

（
（
）
Ｘ（
と
Ｘ（
及
び
Ｘ（
か
ら
も
上
告
及
び
上
告
受
理
申
立
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
棄
却
・
不
受
理
決
定
が
下
っ
て
い
る
。
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（
（
）
最
（
一
小
）
判
昭
和
五
三
年
七
月
一
〇
日
民
集
三
二
巻
五
号
八
二
〇
頁
。

（
（
）
池
田
修=

前
田
雅
英
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
』（
第
五
版
・
平
成
二
七
年
・
東
京
大
学
出
版
会
）
五
五
〇
─
五
五
一
頁
、大
久
保
隆
志
『
刑
事
訴
訟
法
』

（
平
成
二
六
年
・
新
世
社
）
四
三
五
─
四
三
七
頁
、
川
端
博
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
』（
平
成
二
四
年
・
成
文
堂
）
四
八
九
─
四
九
一
頁
、
小
西
秀
宣
「
再

審
」
三
井
誠
他
編
『
新
刑
事
手
続
Ⅲ
』（
平
成
一
四
年
・
悠
々
社
）
五
〇
四
─
五
〇
八
頁
、
白
取
祐
司
『
刑
事
訴
訟
法
』（
第
八
版
・
平
成
二
七
年
・

日
本
評
論
社
）
四
九
七
─
五
〇
一
頁
、
田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
』（
第
六
版
・
平
成
二
四
年
・
弘
文
堂
）
四
七
一
─
四
七
五
頁
、
田
宮
裕
『
刑
事

訴
訟
法
』（
新
版
・
平
成
八
年
）
五
〇
六
─
五
〇
九
頁
、
福
井
厚
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
』（
第
五
版
・
平
成
二
四
年
・
法
律
文
化
社
）
四
七
四
─
四

七
七
頁
、
安
冨
潔
『
刑
事
訴
訟
法
』（
第
二
版
・
平
成
二
五
年
・
三
省
堂
）
六
二
七
─
六
二
八
頁
等
。

（
（
）
再
審
請
求
手
続
の
構
造
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
に
関
す
る
最
新
の
総
合
的
な
研
究
成
果
と
し
て
、
福
島
弘
『
再
審
制
度
の
研
究
』（
平
成
二
七
年
・

中
央
大
学
出
版
部
）
が
あ
る
。

（
（0
）
田
宮
裕
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
』（
昭
和
五
五
年
・
有
斐
閣
）
四
八
九
頁
、平
場
安
治
他
編
『
注
解
刑
事
訴
訟
法
・
下
巻
』（
全
訂
新
版
・
昭
和
六
二
年
・

青
林
書
院
）〔
高
田
卓
爾
〕
三
四
八
頁
、
伊
藤
栄
樹
他
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
・
第
七
巻
』（
新
版
・
平
成
一
二
年
・
立
花
書
房
）〔
臼
井
滋
夫
・
河

村
博
〕
一
五
〇
頁
等
。

（
（（
）
河
上
和
雄
他
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
・
第
一
〇
巻
』（
第
二
版
・
平
成
二
五
年
・
青
林
書
院
）〔
高
田
昭
正
〕
一
一
五
頁
、
司
法

研
修
所
刑
事
弁
護
教
官
室
編
『
刑
事
弁
護
実
務
』（
平
成
二
三
年
）
三
〇
四
頁
、
葛
野
・
前
掲
注（
（
）一
二
九
頁
等
。

（
（（
）
松
尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
』（
第
四
版
・
平
成
二
一
年
・
弘
文
堂
）
一
一
四
一
頁
等
。

（
（（
）
加
藤
・
前
掲
注（
（
）二
〇
〇
頁
。

（
（（
）
笹
倉
・
前
掲
注（
（
）一
一
二
頁
。

（
（（
）See, Black’s Law

 D
ictionary （

th.ed. at （（（（.

（
（（
）
広
島
地
判
平
成
二
五
年
一
月
三
〇
日
判
時
二
一
九
四
号
八
〇
頁
。

（
（（
）
広
島
高
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
五
日
判
時
二
二
〇
九
号
一
〇
八
頁
。

（
（（
）
名
古
屋
地
判
平
成
二
五
年
二
月
一
九
日LEX

/D
B（（（（（（（（

。

（
（（
）
最
判
解
〔
中
島
〕・
前
掲
注（
（
）二
四
五
頁
。

（
（0
）
最
判
解
〔
中
島
〕・
前
掲
注（
（
）二
四
五
頁
。
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再
審
請
求
人
の
弁
護
人
と
の
面
会
に
関
す
る
考
察
（
清
水
）

（
（（
）
死
刑
確
定
者
に
限
ら
ず
受
刑
者
全
般
の
面
会
を
規
定
し
た
刑
事
収
容
施
設
法
一
一
二
条
但
書
に
関
す
る
記
述
で
は
あ
る
が
、
林
眞
琴
他
『
逐
条

解
説
刑
事
収
容
施
設
法
』（
改
訂
版
・
平
成
二
五
年
・
有
斐
閣
）
五
七
二
─
五
七
三
頁
。
ま
た
、
最
判
解
〔
中
島
〕・
前
掲
注（
（
）二
四
五
頁
、
金
・

前
掲
注（
（
）二
〇
九
頁
参
照
。

（
（（
）
林
他
・
前
掲
注（
（（
）六
二
三
頁
の
注（
（（
）。

（
（（
）
例
え
ば
、
佐
藤
・
前
掲
注（
（
）三
七
〇
─
三
七
二
頁
参
照
。

（
（（
）
林
他
・
前
掲
注（
（（
）一
〇
〇
頁
。

（
（（
）
第
一
六
四
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
四
号
三
二
一
頁
。

（
（（
）
最
判
解
〔
中
島
〕・
前
掲
注（
（
）二
五
四
頁
、
金
・
前
掲
注（
（
）二
一
〇
頁
。

（
（（
）
金
・
前
掲
注（
（
）二
〇
九
頁
。

（
（（
）
前
出
・
広
島
地
判
平
成
二
五
年
一
月
三
〇
日
、
並
び
に
、
そ
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
前
出
・
広
島
高
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
二
五
日
。

（
（（
）
葛
野
・
前
掲
注（
（
）一
七
二
頁
、
金
・
前
掲
注（
（
）二
〇
九
頁
。

〔
付
記
〕

私
が
今
日
、
大
学
教
員
と
し
て
の
安
定
し
た
環
境
の
下
で
教
育
・
研
究
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
永
井
和
之
先
生
の

御
高
配
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
御
蔭
で
活
動
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
此
の
度
、
折
角
の
執
筆
機
会
を
頂
戴
し
乍
ら
、
二
年
前
に

網
膜
剝
離
を
発
症
し
、
後
遺
症
に
苛
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
内
外
の
文
献
を
十
分
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
論
文
と
称
す
る
に
は
躊
躇
す
る
よ
う
な

論
稿
を
御
捧
す
る
こ
と
を
心
よ
り
申
し
訳
な
く
思
い
ま
す
。
今
後
、
精
進
を
重
ね
、
一
人
で
も
多
く
人
材
を
育
て
上
げ
、
少
し
で
も
良
き
研
究
成
果
を

あ
げ
る
こ
と
で
御
恩
に
報
い
て
参
る
所
存
で
す
。

（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
教
授
）




